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◆申請に必要となる様式は、市のホームページからもダウンロードできます。 

 

 

国 立 市 

住宅用火災警報器設置等助成制度 

の手引き 

国立市では、住宅火災による高齢者の被害を防止するために住宅

用火災警報器を設置する場合、その費用の一部を助成する制度を創

設しました。 

この手引きをご一読いただき、国立市の減災のために一人でも多

くの方のご協力をいただけると幸いです。 

【問い合わせ・提出先】 

国立市行政管理部防災安全課防災・消防係 

〒186-8501 国立市富士見台 2-47-1 

電話 042-576-2111 内線 145～147 

ＦＡＸ 042-576-0264 
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助成の対象 

（１） 助成の対象者 

 

 

 

助成対象経費と助成金の額 

1,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

例 1）住宅用火災警報器購入費用と設置費用の合計が１１，０００円の場合。 

Ａ：助成対象経費 １１，０００円 

Ｂ：２分の１の額 ５，５００円→５，０００円 

⇒ 助成金の額はＢの５，０００円となります。 

 

例２）住宅用火災警報器購入費用と設置費用の合計が１５，０００円の場合。 

Ａ：助成対象経費 １６，０００円 

Ｂ：２分の１の額 ８，０００円 

Ｃ：限度額 ６，０００円 

⇒ 助成金の額はＣの６，０００円となります。 
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助成金の交付手続き 

以下の（１）～（３）の手続きが必要です。 

（１）交付申請 

市に申請 

【提出書類】 

国立市住宅用火災警報器設置等助成金交付申請書（第１号様式） 
 

【注意】申請前に購入してしまった場合、助成金の交付は受けられま

せん。 

<市> 交付決定 申請内容を確認し、第２号様式により通知 

（２）購入・設置 

交付決定通知を受け、住宅用火災帰依放棄を購入し、設置してくださ

い。 
 

【注意】交付決定を受けてから購入してください。 

交付決定前に購入してしまった場合、助成金の交付は受けられませ

ん。 

（３）実績報告書・

請求書の提出 

設置完了後 

【提出書類】 

① 国立市住宅用火災警報器設置等助成金実績報告書（第５号様

式） 

② 国立市住宅用火災警報器設置等助成金請求書（第７号様式） 

③ 購入及び設置したことを証明する領収書（写し） 

 

【提出期限】 

申請年度末まで（3 月末）に上記書類の提出がない場合は、助成金の

支払いはできません。 
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助成金の交付決定後、申請を取り下げる場合 

 

その他 

（１） 交付決定の取消し 

 

（２） 助成金の返還 

（３） 免責 
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